
下記項目をお読みいただき、確認、承諾の上✓を付けてください。 記入日：　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

No. はい いいえ

父 □ □ →

母 □ □ →

父 □ □ →

母 □ □ →

3 □ □ →

4 □ □ →

児
童

5 □ □ →

6 □ □

7

承諾

した

□

8 □ □

9 □ □

10

承諾

した

□
→

11

承諾

した

□

12

承諾

した

□

調査年月日　　　　　年　　　　　月　　　　　日

調査員氏名

同意書兼家族状況調書

項目 いいえの場合

令和7年１月１日の住所（　　　　　　　　　　　市・区・町・村）

配偶者の控除対象扶養親族になっていましたか。　（　はい　・　いいえ　）

令和7年１月１日の住所（　　　　　　　　　　　市・区・町・村）

配偶者の控除対象扶養親族になっていましたか。　（　はい　・　いいえ　）

令和8年１月１日の住所（　　　　　　　　　　　市・区・町・村）

配偶者の控除対象扶養親族になっていましたか。　（　はい　・　いいえ　）

令和8年１月１日の住所（　　　　　　　　　　　市・区・町・村）

配偶者の控除対象扶養親族になっていましたか。　（　はい　・　いいえ　）

入所日の時点で五所川原市内に確実に居住する予定があれば、五所川
原市へ入所申込可能です。
入所申請書の住所欄には五所川原市内で居住予定の住所を記入し、余
白に【申込日現在の住所】、【五所川原市への転入予定日】も記入してく
ださい。

※転入予定日　（　　　　　　年　　　　月　　　　日）

また、世帯員のマイナンバーを忘れずに記載してください。

入所申請書の「①世帯の状況」欄には世帯の
同・別かかわらず同居している方（祖父母等）
全員について記入しましたか。

世帯の同・別かかわらず、同居している方全員について記入してくださ
い。
６０歳未満の祖父母が同居している場合は祖父母の分も就労証明書ま
たは保育の必要性の申立書を提出してください。

児童は現在自宅保育（保育園や幼稚園に通っ
ていない）ですか。

現在利用中の施設　（　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　→　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　年　　　　月　　　　日まで

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

就労証明書の内容について事実と相違がない
ことを確認しましたか。

慣らし保育は「入所」の取り扱いになりますの
で、慣らし保育を含めた利用開始日が入所日
になります。また、慣らし保育期間は保育料も
発生します。
 ※慣らし保育期間として就労開始日の２週間
前より入所が可能です。

入所希望の施設へ見学に行きましたか。

園の教育・保育方針や保育内容について理解
した上で申込をしていますか。

保護者のどちらかが求職活動を理由に入所を
申込む場合、期限付きの入所になります。

入所申込みのしおりの「■保育を必要とする理由を証明する書類」をお読
みください。

利用施設の決定は先着順ではなく、受付期間
内に受理した中で保育の必要量や優先度を基
に決定します。そのため、入所決定通知の発
送は受付締切日の後となります。

認定は原則として申請から30日以内にすること
となっていますが、状況によって30日を超える
場合もあります。

市記載欄

世
帯

1
令和7年１月１日現在、五所川原市に住
民登録がありましたか。

2
令和8年１月１日現在、五所川原市に住
民登録がありましたか。

→

見学前の申込は可能ですが、なるべく直接見学に行った上で申込して下
さい。
やむを得ず見学へ行けない場合は、第１希望の施設へ入所希望である旨
をお伝えください。申

込


